（Ｒ６　大阪教組　事務職員部）　　　　

項目１・２

○　これまでの労使関係については、今後とも、維持してまいりたいと考えており、種々の問題解決に向けては、必要に応じ、皆様方のご意見をお伺いしながら取り組んでまいる。

項目３

○　教職員の給与・処遇については、これまでも国の制度を基準として、その改善に努めてきたところ。

○　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本府の財政状況等を踏まえながら適切な対応に努めてまいる。

項目４

○　職員の任用にあたっては、地方公務員法に規定されている平等取扱の原則や情勢適応の原則、任用の根本基準である能力実証の原則に基づき、適切に行うこととしている。

○　また、各学校の実情と課題に応じて創意工夫を凝らした組織的、機動的な学校運営が行われるようにするため、学校事務を学校運営組織に適切に位置づけ、学校事務職員の専門性を最大限に発揮しながら、学校事務のより一層円滑な運営が図られることが重要である。

○　市町村教育委員会において、それぞれの市町村の実情を踏まえた学校事務職員の標準的な職務内容を定めていると認識している。

○　文部科学省通知において、標準的な職務についてはその服務監督権者が定めるとされていることを受け、事務の共同実施事例報告会などの場を活用し、市町村教育委員会あてにその旨の周知をしているところ。

項目５

○　学校事務を効率的に推進する観点から、「事務の共同実施」や「共同学校事務室」、「学校間連携」等の実施に向けた検討を行うよう、市町村教育委員会に対する指導・助言事項に記載しているところ。

○　また、10月に「学校事務の共同実施等事例報告会」として関係市の取組を動画で共有するとともに、事務の共同実施等が未実施の２市の教育委員会に対しヒアリングを実施したところ。

○　引き続き、学校事務の現状と執行方法のあり方について検証するとともに、市町村教育委員会に対する働きかけに工夫を凝らしてまいる。

項目６

○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。

○　今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、今年度８月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいる。

項目７

○　令和６年度の人事委員会勧告にかかる再任用職員の給料月額の取扱いについては、勧告どおり令和６年４月１日に遡及して引き上げることとする。

〇　また、再任用職員について、令和７年４月１日から住居手当を支給する。

○　臨時的任用職員の初任給については、令和２年度から、任期の定めのない常勤職員の採用年齢上限を勘案し、給料表の最高号給未満の号給を上限とする取扱いを廃止することとしたところ。

○　今後とも、勤務労働条件に関わる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいる。

項目８

○　市町村立学校における教職員の勤務時間の適正な把握については、市町村教育委員会に対する指導・助言事項において、府立学校で実施している趣旨を踏まえ、同様の措置がとられるよう働きかけてきたところ。

○　また、今年度11月には、労働基準法第36条に基づく協定の締結がされていない自治体を対象にヒアリングを実施したところ。

○　引き続き、市町村立学校における働き方改革が進められるよう府立学校で実施している趣旨を踏まえて指導助言するなどの働きかけを行ってまいる。

項目９

○　要保護・準要保護の児童・生徒が多数在籍している学校に対する事務職員の複数配置を含め、事務職員の配置については、国定数の範囲内で配置しているところ。

○　今後とも、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。

項目１０

○　採用に際し、諸事情をお聞きし、適切に配置している。

項目１１

○　今後とも、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」に基づき、同計画に記載している取組みについて、適切に進めてまいる。

○　職場環境等の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定したところ。同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めてまいる。

○　障がい者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。

項目１２

○　学校における働き方改革を進める観点から、長期休業期間中における代替教員等の措置についても、適切に対処してまいる。

項目１３

○　病気休暇、介護休暇に関わる引継日の措置については、現状では難しい状況である。

○　なお、引継日の制度については、産休前後に２日以内、育休後に３日以内で設けられているところ。

項目１４

○　教職員の再採用制度については、教職員採用を取り巻く社会情勢等を踏まえ、令和７年度から、育児、介護、転職等により退職した教職員を対象とした採用選考を実施してまいる。

項目１５

○　学校総務サービスシステムについては、各学校事務職員が紙ベース手作業で処理していた府費負担教職員の給与・旅費に係る報告事務及び帳票受領事務を、平成18年9月からパソコンによるオンライン処理に変更し、当該事務の効率化・簡素化に努めている。

○　今後とも、システムの改修を行う際には、効率化等について担当者の声を聞くなど情報収集に努めてまいる。

項目１６

○　制度改正等については、随時通知や市町村教育委員会の担当者会議等で周知するとともに、適切な事務執行のため、各種手引等につきましても、更新しているところ。

〇　また、通勤認定事務の簡素化を目的として令和６年度から実施している通勤認定基準の緩和にあたっては、学校内での周知用としてチラシを作成するとともに、学校事務職員向けに新制度周知のための説明動画を配信したところ。

○　福利厚生については、共済組合や互助組合等との役割分担を図りながら、対応しているところ。制度変更の際の周知や各種手引の充実については、関係機関と連携して進めてまいる。


○　「認定事務の手引き」をはじめとする各種手引類については、給与支給事務の適正な執行のための一助となるよう総務事務システム上でお示ししているところ。
　制度改正に伴う事務の変更があった際には、その内容を各種手引類に反映させるため加筆修正して更新に努めてきており、今後も、より分かりやすい手引書となるよう工夫し、速やかな更新に努めてまいる。

○　また、各種研修会の開催について、今年度から閲覧期間を１年間拡充して繰り返し動画を視聴できるようにインターネット配信を実施し、多忙な学校事務職員の負担軽減をはかった。

○　更に年末調整事務に関しては、マニュアルやFAQの見直しを行うとともに、動画配信による説明会を実施しただけでなく、経験の浅い新規採用１年目の職員を対象とした参加希望制の集合研修を実施するなど、より細やかな対応に努めた。

○　今後とも、事務の変更や制度改正の際は、その都度、動画配信も含めた説明会や研修会を行って制度周知を図るとともに、学校事務職員の業務負担の軽減に努めてまいる。

項目１７

○　通勤手当、住居手当、扶養手当及び児童手当については、毎年度初めに教職員へ「三手当等リーフレット」を配布し、各種手当を受給するには自らの届出が必要であること、受給要件及び必要書類をお示ししているところ。

○　昨年度、必要な時に必要な情報をより簡単に入手できるようにするため、教職員自身がアクセス可能なインターネット上にそれらの情報を掲示したところ。

○　今後とも、学校事務職員が適正に給与支給事務を行うとともに、手当認定等の業務負担が軽減できるよう、努めてまいる。

項目１８

○　各市町村教育委員会に対して毎年２月末頃に、次年度の給与等支給日の日程を示したうえで、学校行事の計画策定に当たり、給与等の支給事務に支障が生じることのないよう依頼している。

○　また、学校長に対しては、「給与支給日等における現金取扱い上の安全確保について」を通知し、適正な給与支給に支障が生じないよう依頼している。

○　引き続き、給与支給日の対応等が円滑に行われるよう、努めてまいる。

項目１９

○　近年、銀行の統廃合等がかなりの規模と回数で行われ、その多くは自動読替処理を行ってきたところであるが、今後とも、できるだけ電算システムによる読替処理を図るよう、知事部局とも協議してまいる。

項目２０

○　公立小・中学校の施設整備について、大阪府教育庁としては、公立小・中学校の新増築や大規模改造を実施する際に、学校施設の計画・設計上の留意事項など国が策定した「小・中学校施設整備指針」の趣旨に加え、個人情報保護の観点からも事務室の設置や、良好な教育環境の確保・整備が進められるよう、国の負担金制度や学校施設環境改善交付金制度の効果的な活用を働きかけている。

